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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第42期

第３四半期
連結累計期間

第43期
第３四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自 2021年１月１日

至 2021年９月30日

自 2022年１月１日

至 2022年９月30日

自 2021年１月１日

至 2021年12月31日

売上高 （千円） 24,507,752 36,179,331 35,266,206

経常利益 （千円） 2,738,823 5,311,579 3,922,509

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（千円） 1,880,216 3,640,189 2,783,075

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 2,131,855 4,588,436 3,254,827

純資産額 （千円） 11,577,059 16,657,279 12,700,419

総資産額 （千円） 15,282,359 21,141,051 16,752,649

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 193.19 373.73 285.93

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 71.5 74.9 71.6

　

回次
第42期

第３四半期
連結会計期間

第43期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2021年７月１日

至 2021年９月30日

自 2022年７月１日

至 2022年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 73.94 140.71

(注) １. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につ

いては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４. 当社は第42期第３四半期連結会計期間より「株式給付信託（J-ESOP）」を導入しており、株主資本に自己株式

として計上されている「株式給付信託（J-ESOP）」に残存する当社株式を、「１株当たり四半期（当期）純利

益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 財政状態、経営成績の状況の分析

当第３四半期連結累計期間（2022年１月１日～2022年９月30日）におきましては、新型コロナウイルス感染症

の流行が落着きを見せ始め、経済活動は回復に向けて動いております。一方、ロシア・ウクライナ情勢は長期化

しており、急速な円安に伴うエネルギーコストや物価の上昇等により社会活動への影響が懸念されております。

海上輸送のコンテナスペースの状況につきましては、港湾混雑が徐々に緩和しており、運賃が下落する傾向に

ありますが、どこまで下落するかは見通しがつかない状況であります。

このような状況の下、当社グループは国際総合フレイトフォワーダーとしてさらなる成長を目指す取組みを強

化してまいりましたところ、前年の業績を大きく上回る水準で推移いたしました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は36,179百万円（前年同四半期比47.6％増）、営業利益

は4,982百万円（同88.2％増）、経常利益は5,311百万円（同93.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

3,640百万円（同93.6％増）と前年比において増収増益となりました。

セグメントごとの業績は次のとおりであります。

① 日 本

日本における国際貨物輸送事業につきましては、輸出混載貨物を主力としております。当第３四半期連結累

計期間における売上高は、単体につきましては、運賃や各種作業料の上昇に伴って当社の売価を引上げたこと

に加え、運賃がドル建てであることから顧客に請求する円貨ベースの金額が増大したこともあり増収増益とな

りました。

国内子会社におきましては、株式会社ユーシーアイエアフレイトジャパンは、航空輸送の案件を増やし大口

の設備輸入案件を獲得したことで増収増益となりました。また、フライングフィッシュ株式会社は、従来より

得意とする食品輸入のみならず、積極的な新規取引拡大等より増収増益となりました。

この結果、日本セグメントにおける売上高は、27,063百万円と前年同四半期と比べ9,791百万円（56.7％）

増加し、セグメント利益（営業利益）も3,507百万円と前年同四半期と比べ1,687百万円（92.8％）増加しまし

た。

② 海 外

当社グループはアジア地域及び米国に連結子会社11社を有しております。これらの海外子会社では日本から

の貨物の取扱が売上高の大半を占めておりますが、近年では日本発着以外のサービスも強化、推進しておりま

す。当第３四半期連結累計期間におきましては、フォワーディング案件を順調に取込み、増収増益となりまし

た。

この結果、海外セグメントにおける売上高は、9,115百万円と前年同四半期と比べ1,879百万円（26.0％）増

加し、セグメント利益（営業利益）も1,477百万円と前年同四半期と比べ623百万円（73.0％）増加しました。

当第３四半期連結会計期間末における総資産は21,141百万円（前連結会計年度末比4,388百万円増加）とな

りました。変動の主な理由は、現金及び預金が4,106百万円、売掛金が76百万円増加したこと等によるもので

あります。

負債は4,483百万円（同431百万円増加）となりました。変動の主な理由は、未払法人税等が282百万円、賞

与引当金が178百万円増加したこと等によるものであります。

また、純資産は16,657百万円（同3,956百万円増加）となりました。変動の主な理由は、利益剰余金が3,001

百万円、為替換算調整勘定が818百万円増加したこと等によるものであります。
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（2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の

分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大に係る当第３四半期連結累計期間の会計上の見積りについては、「第

４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項 （追加情報）」に記載のとおりであります。

（3）経営方針・経営戦略等

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更は

ありません。

（4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重

要な変更はありません。

（5）研究開発活動

該当事項はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 32,000,000

計 32,000,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2022年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年11月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 10,698,000 10,698,000
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数は100株で
あります。

計 10,698,000 10,698,000 － －

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2022年７月１日～
2022年９月30日

－ 10,698,000 － 243,937 － 233,937

　

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である2022年６月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

　2022年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

921,700 － －
普通株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 9,770,300 97,703 －

単元未満株式 普通株式 6,000 － －

発行済株式総数 10,698,000 － －

総株主の議決権 － 97,703 －

（注）１．「単元未満株式」欄の普通株式数には、自己保有株式及び「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株

式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する株式が次のとおり含まれております。

自己保有株式 44株

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 60株

２．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式数には、自己保有株式及び「株式給付信託（J-ESOP）」の信託

財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する株式33,100株（議決権の数331個）が含まれ

ております。

② 【自己株式等】

　2022年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

（自己保有株式）
内外トランスライン株式会社

大阪市中央区備後町
二丁目６番８号

921,700 － 921,700 8.62

計 － 921,700 － 921,700 8.62

（注）当第３四半期会計期間末現在の自己株式数は、921,787株であります。なお、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託

財産として日本カストディ銀行が保有する当社株式32,060株につきましては、当第３四半期会計期間末現在の自

己株式数に含まれておりませんが、四半期連結財務諸表においては自己株式として処理しております。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（2022年７月１日から2022年

９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,678,028 12,784,236

売掛金 3,397,060 3,473,589

貯蔵品 5,342 6,510

その他 931,743 1,013,273

貸倒引当金 △16,941 △17,927

流動資産合計 12,995,233 17,259,683

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,992,235 3,159,613

減価償却累計額 △604,816 △709,693

建物及び構築物（純額） 2,387,419 2,449,920

機械装置及び運搬具 186,225 227,405

減価償却累計額 △132,543 △153,278

機械装置及び運搬具（純額） 53,682 74,126

土地 371,563 374,648

使用権資産 408,916 488,707

減価償却累計額 △186,678 △259,578

使用権資産（純額） 222,238 229,129

その他 411,760 475,372

減価償却累計額 △298,058 △352,187

その他（純額） 113,702 123,184

有形固定資産合計 3,148,604 3,251,008

無形固定資産

のれん 20,006 9,012

ソフトウエア 52,931 44,962

その他 5,990 5,952

無形固定資産合計 78,928 59,926

投資その他の資産

投資有価証券 122,365 113,282

差入保証金 283,030 307,501

長期未収入金 7,371 7,761

長期預け金 5,477 6,328

繰延税金資産 95,874 118,576

その他 23,136 24,744

貸倒引当金 △7,371 △7,761

投資その他の資産合計 529,883 570,433

固定資産合計 3,757,416 3,881,368

資産合計 16,752,649 21,141,051
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,755,697 1,759,173

リース債務 109,466 149,621

未払費用 242,722 186,985

未払法人税等 784,012 1,066,255

賞与引当金 12,010 190,191

その他 505,114 466,723

流動負債合計 3,409,023 3,818,952

固定負債

リース債務 123,730 93,792

繰延税金負債 28,832 22,725

役員退職慰労引当金 2,041 3,499

株式給付引当金 32,287 49,362

退職給付に係る負債 399,288 434,452

その他 57,025 60,986

固定負債合計 643,205 664,819

負債合計 4,052,229 4,483,772

純資産の部

株主資本

資本金 243,937 243,937

資本剰余金 299,403 304,327

利益剰余金 12,202,641 15,204,346

自己株式 △1,010,763 △1,002,198

株主資本合計 11,735,218 14,750,413

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 17,012 10,708

為替換算調整勘定 245,982 1,064,142

退職給付に係る調整累計額 1,182 1,509

その他の包括利益累計額合計 264,177 1,076,360

非支配株主持分 701,023 830,505

純資産合計 12,700,419 16,657,279

負債純資産合計 16,752,649 21,141,051
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 24,507,752 36,179,331

売上原価 18,091,037 26,958,609

売上総利益 6,416,714 9,220,721

販売費及び一般管理費 3,769,018 4,238,597

営業利益 2,647,696 4,982,124

営業外収益

受取利息 12,553 23,519

為替差益 44,023 273,879

不動産賃貸料 23,320 24,120

助成金収入 4,113 6,344

その他 18,924 15,676

営業外収益合計 102,933 343,539

営業外費用

支払利息 4,402 4,066

支払手数料 5,158 6,096

その他 2,246 3,921

営業外費用合計 11,806 14,084

経常利益 2,738,823 5,311,579

特別利益

投資有価証券売却益 49,855 -

特別利益合計 49,855 -

税金等調整前四半期純利益 2,788,678 5,311,579

法人税、住民税及び事業税 750,063 1,576,083

法人税等調整額 91,714 9,036

法人税等合計 841,777 1,585,120

四半期純利益 1,946,900 3,726,458

非支配株主に帰属する四半期純利益 66,684 86,269

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,880,216 3,640,189
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純利益 1,946,900 3,726,458

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,880 △6,303

為替換算調整勘定 173,194 867,936

退職給付に係る調整額 △119 343

その他の包括利益合計 184,955 861,977

四半期包括利益 2,131,855 4,588,436

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,073,193 4,452,372

非支配株主に係る四半期包括利益 58,662 136,063
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、一

定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識する方法に

変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱に従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期

連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収

益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱に従って

ほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は22,323千円減少し、売上原価は21,574千円減少し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ748千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は

71,635千円減少しております。

なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱に従って、前連結会計年度について新たな表示方法に

より組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年

３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱に従って、前第３四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる

収益を分解した情報を記載しておりません。

(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱に従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、当第３四半期連結累計期間の四

半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(追加情報)

(新型コロナウイルス感染症の影響)

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の影響）に記載した新型コロナ

ウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当社は、2021年７月30日開催の取締役会決議に基づき、従業員に対して自社の株式を給付する従業員インセン

ティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」（以下「本制度」という）を導入しております。

（1）取引の概要

本制度の導入に際し制定した「株式給付規程」に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式

を給付する仕組みです。

当社は、従業員に対し勤続年数等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該

付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭

により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取組

むことに寄与することが期待されます。

（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により純資産の部に自己株式とし

て計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末64,524千円、33,260株、当第３

四半期連結会計期間においては、62,196千円、32,060株であります。
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(四半期連結貸借対照表関係)

当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契

約を締結しており、これらの契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであり

ます。

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2022年９月30日)

当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 3,100,000千円 3,100,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 3,100,000千円 3,100,000千円

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及び

のれんの償却額は、次のとおりであります。

前第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)

減価償却費 207,714千円 231,712千円

のれん償却額 24,267千円 11,511千円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年３月26日
定時株主総会

普通株式 165,376 17.00 2020年12月31日 2021年３月29日 利益剰余金

2021年７月30日
取締役会

普通株式 214,205 22.00 2021年６月30日 2021年９月３日 利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

当第３四半期連結累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年３月25日
定時株主総会

普通株式 273,561 28.00 2021年12月31日 2022年３月28日 利益剰余金

2022年７月29日
取締役会

普通株式 293,287 30.00 2022年６月30日 2022年９月５日 利益剰余金

（注）１．2022年３月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として

株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金931千円を含めております。

２．2022年７月29日取締役会決議による配当金の総額には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式

会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金994千円を含めております。

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の

末日後となるもの

該当事項はありません。

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　



― 15 ―

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 2021年１月１日 至 2021年９月30日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント 調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２日 本 海 外 計

売上高

外部顧客への売上高 17,272,030 7,235,721 24,507,752 － 24,507,752

セグメント間の内部売上高
又は振替高

649,426 1,554,471 2,203,898 △2,203,898 －

計 17,921,457 8,790,193 26,711,650 △2,203,898 24,507,752

セグメント利益 1,819,254 853,731 2,672,985 △25,289 2,647,696

(注) １. セグメント利益の調整額△25,289千円には、のれん償却額△23,226千円、及びその他調整額△2,063千円が

含まれております。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２. 報告セグメントごとののれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 2022年１月１日 至 2022年９月30日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：千円）

報告セグメント 調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２日 本 海 外 計

売上高

顧客との契約から生じる

収益
27,063,893 9,115,437 36,179,331 － 36,179,331

外部顧客への売上高 27,063,893 9,115,437 36,179,331 － 36,179,331

セグメント間の内部売上高
又は振替高

934,497 2,429,342 3,363,840 △3,363,840 －

計 27,998,391 11,544,780 39,543,171 △3,363,840 36,179,331

セグメント利益 3,507,188 1,477,107 4,984,296 △2,171 4,982,124

(注) １. セグメント利益の調整額△2,171千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２. 報告セグメントごとののれん等に関する情報

該当事項はありません。

３.報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損益の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の「日本」の売上高は22,323千円減少し、セ

グメント利益は748千円減少しております。

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 193円19銭 373円73銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 1,880,216 3,640,189

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

1,880,216 3,640,189

普通株式の期中平均株式数(株) 9,732,306 9,740,267

（注）１.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２.株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託（J-ESOP）」に残存する当社株式を、

「１株当たり四半期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお

ります。
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２ 【その他】

第43期（2022年１月１日 から2022年12月31日まで）中間配当については、2022年７月29日開催の取締役会におい

て、2022年６月30日の株主名簿に記録された株主に対して、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 293,287千円

② １株当たりの金額 30円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2022年９月５日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2022年11月９日

内外トランスライン株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 井 上 正 彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柴 田 芳 宏

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている内外トランスラ

イン株式会社の2022年１月１日から2022年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2022年７月１日か

ら2022年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、内外トランスライン株式会社及び連結子会社の2022年９月30日現

在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　



・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講

じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以 上

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年11月10日

【会社名】 内外トランスライン株式会社

【英訳名】 ＮＡＩＧＡＩ ＴＲＡＮＳ ＬＩＮＥ ＬＴＤ．

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小 嶋 佳 宏

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 大阪市中央区備後町二丁目６番８号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長小嶋佳宏は、当社の第43期第３四半期（自 2022年７月１日 至 2022年９月30日）の四半期

報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。

　


